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基本目標１ 「にぎわい」

～豊かな自然と共生し、

持続可能な発展を続けるまち～

１－１ 観光産業の振興

１－２ 商工・サービス業の振興

１－３ 水産業の振興

１－４ 農林業の振興

１－５ 就労支援と移住・定住促進

１－６ 自然環境の保全・活用

１－７ 脱炭素・資源循環システムの構築
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基本目標１ 「にぎわい」 ～豊かな自然と共生し、持続可能な発展を続けるまち～

観光産業の振興１－１

観光客それぞれの「ちょうどいい」魅力があり、ここにしかない時間を過ごす

ことで、心と体が満たされる持続可能な観光地づくりへの取組が進んでい

ます。

めざす姿（４年後の到達目標）

施策の成果指標

観光消費額

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：観光経済部

⚫ スポーツツーリズムの推進

⚫ 志摩市の認知度向上

地域団体が主体となる持続可能なスポーツツーリズムの推進に向け、関係団体との連携を強化し、

自立運営体制の確立をめざします。また、サーフスポットを交流拠点とし、サーファー、地域住民、そし

て観光客の接点を創出することで、志摩市の新たな魅力を創造します。

豊かな「海」を当市の核となる資源と位置づけ、来訪者が志摩を「知る」、滞在し「過ごす」、心が「満

たされる」という体験価値の好循環を生み出します。また、志摩市観光協会及び志摩まちづくり株式

会社との連携体制を強化し、地域の魅力を生かした効果的なプロモーションの展開と、高品質な観

光客の受入体制の構築を推進します。

⚫ インバウンドを含む観光誘客の拡大

志摩市インバウンド協議会と協力し、地域資源を活用した魅力的な観光コンテンツを造成します。主

要ターゲットとする国・地域に合わせた戦略的なプロモーションを展開し、受入体制を整備することで、

インバウンドを継続的に呼び込む基盤を構築します。

⚫ 国立公園の魅力を引き出す資源の磨き上げ

横山など市内の主要観光地において、自然の魅力を最大限に感じられるよう遊歩道などの整備を進

め、地域資源として磨き上げます。また、点在する地域資源を連結させ、国立公園の魅力を一体的

に満喫できる観光コンテンツとして活用します。

現状と課題

主な取組の方向性

本市の産業構造は観光産業が主軸であり、その裾野の

広さから観光消費の拡大が地域活性化の鍵となります。

現状は日帰り客が多く、来訪者の「滞在時間延長」と「消

費額拡大」に向けた施策が喫緊の課題です。

インバウンド（訪日外国人観光客）については、全国

的に過去最高水準で推移する中、本市では一部の国で

増加が見られるものの、全体としては横ばいで推移しており、

宿泊客数に占める割合も低い水準に留まっています。
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基本目標１ 「にぎわい」 ～豊かな自然と共生し、持続可能な発展を続けるまち～

商工・サービス業の振興１－2

このまちで働くみんなが仕事に誇りを持ち、安定した雇用と活気ある経済

活動を展開する企業が増えています。

施策の成果指標

市の実施する事業に参加（支援）した
事業者数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：観光経済部

⚫ 地域ブランドの認知度向上と高付加価値化

⚫ 市内経済の持続的成長をめざす支援制度の構築

「志摩ブランド」 の確立を推進し、地域資源の高付加価値化に取り組むとともに、時代のニーズに即

した戦略的なプロモーションを展開します。また、ふるさと応援寄附金事業を最大限に活用し、志摩ブ

ランド認定品をはじめとする魅力ある志摩の産品を全国に届け、地域経済の活性化につなげます。

市内企業の活力維持・強化のため、時代やニーズに即した機動的な支援制度を構築・更新します。

特に、働き方改革や処遇改善に直結する職場環境整備への支援に注力し、市内産業全体の魅力

度向上を図ります。さらに、企業の情報発信支援、セミナーの継続的な開催、実践的な就労体験プ

ログラムの提供を通じて、潜在的な担い手と企業との確実なマッチングを推進します。

⚫ 地域産業の魅力向上と雇用環境の改善

地域産業の魅力向上と雇用環境の改善に向けて、市独自の取り組みに加え、関係機関との強力な

連携を推進します。具体的には、厚生労働省、志摩市商工会、志摩市観光協会、そして三重県

産業支援センターと協働し、事業者が抱える課題解決と労働環境の質の向上に取り組みます。この

多角的な連携により、市内企業全体の「選ばれる企業」への転換をめざします。

現状と課題

主な取組の方向性

令和6年度に「志摩市小規模企業・中小企業振興基

本条例」を制定し、市政の重要な柱の一つとして小規模

企業や中小企業の振興を推進しています。

地域経済の基盤を支える市内企業の多くが、人手不足

や後継者不足、物価高騰などの影響による経営基盤の

脆弱化という課題に直面しています。

志摩ブランド認定により、地域資源の発掘や開発等に取

り組むとともに、好調なふるさと応援寄附金（ふるさと納

税）を活用して、さらなる地域振興や地域活性化等につ

なげています。

めざす姿（４年後の到達目標）
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基本目標１ 「にぎわい」 ～豊かな自然と共生し、持続可能な発展を続けるまち～

水産業の振興１－3

「豊かな海づくり」と「稼げる漁業」に向けて、若い世代も安心して取り組

める活気あふれる水産業の取組が進んでいます。

施策の成果指標

漁業に関わる新たな担い手数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：水産農林部

⚫ 長寿命化と災害に強い水産基盤の整備

⚫ 担い手確保と育成

経営の持続性や生産性が高い大型定置網漁業や小型定置網漁業の安定操業を維持していくため、

計画的な人材確保を支援します。また、地域おこし協力隊制度を活用し、新たな人材確保の方法

や活動形態等を工夫しながら柔軟に対応して漁業の担い手を確保していきます。

⚫ 豊かな海づくりと資源管理

三重県等と連携し、海洋環境の状況把握に努めるとともに、漁業者と連携し藻場回復のための仕

切り網の設置や藻場の保護を推進します。各種放流事業を継続し資源維持・回復に取り組みます。

⚫ 新たな技術の活用と付加価値向上

三重県と連携し、養殖業における陸上での人工採苗技術やIoTデータを活用した生産量・品質の向

上に向けた技術の確立を進めます。また、未利用魚を積極的に活用した新たな商品開発・販売拡

大や高度衛生管理型施設の整備を推進し、漁業者の所得向上につなげます。

現状と課題

主な取組の方向性

本市は若年層の市外流出で人口減少が継続し、特に

一次産業の担い手不足が深刻な問題となっています。また、

高齢化が進む中、ほとんどの漁業種類での漁法技術の継

承が行われず、漁業の持続性の確保はもとより存続そのも

のが困難になりつつあります。

近年は、海洋環境の変化により海水温が上昇し魚介類

全体の生態系が変化し「磯焼け現象」が進行するなど、多

くの種類で漁獲量が減少しています。

市が管理する漁港施設の長寿命化の整備を推進し、将来増大する施設の更新コストの標準化・縮

減を図ります。また、県が管理する漁港施設の耐震化を始め漁港機能と安全性の確保を図ります。

めざす姿（４年後の到達目標）
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基本目標１ 「にぎわい」 ～豊かな自然と共生し、持続可能な発展を続けるまち～

農林業の振興１－４

安定した農林業経営と持続可能な生産体制の確立に向けて、若い

世代も安心して取り組める活気あふれる農林業の取組が進んでいます。

施策の成果指標

農業に関わる新たな担い手数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：水産農林部

⚫ 長寿命化と災害に強い農業生産基盤の整備

⚫ 担い手確保と育成

国・県と連携し、効果的に農道や農業用ため池などの農業基盤施設を整備・保全し、長寿命化を

図ることで、災害に強く持続可能な農業基盤を整備します。

新規就農者・認定農業者の支援や兼業・副業農家の参入促進、地域内外の連携強化を通じて、

多様な形で農業を支える人材を確保・育成します。また、地域の特性と市場ニーズにあった作物生

産・活用を支援するとともに、企業誘致や他業種との連携を通じて、地域全体で農業を支える仕組

みづくりに取り組みます。

⚫ 耕作放棄地対策の推進

農地中間管理機構（農地バンク）や多面的機能支払交付金等の制度の活用により、耕作放棄

地を抑制し農地を維持します。また、農産物への鳥獣被害を軽減するため、多角的な対策を推進し

ます。

⚫ 災害に強い森林管理

みえ森と緑の県民税や森林環境譲与税を活用して、継続的かつ計画的に調整伐などの事業を実

施し災害に強い森林づくりをめざします。

現状と課題

主な取組の方向性

本市では、基幹作物である稲作を中心とする農業者の

高齢化が年々深刻化しており、離農や農業規模の縮小

が大きな問題となっています。また、農地が小さく分散して

いるため、大規模な農業経営体への農地集積が進みにく

い状況にあります。

農業用施設などの整備や維持管理についても、担い手

不足や財政的な課題を抱えており、老朽化が進む施設も

多くなっています。

めざす姿（４年後の到達目標）
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基本目標１ 「にぎわい」 ～豊かな自然と共生し、持続可能な発展を続けるまち～

就労支援と移住・定住促進１－５

このまちに集い未来を担う若者が求める魅力的な仕事が増えつつあり、

若者や移住者が暮らしやすい環境整備が進んでいます。

施策の成果指標

若者（39歳以下）の移住者数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：観光経済部

⚫ 関係人口の創出・拡大

⚫ 若者の就労支援と市内企業の魅力度向上

地域団体や民間企業との協働により、子育て世帯や若い世代に焦点を当てた二地域居住を推進し

ます。また、志摩市と市外の人々をつなぐ仕組みを構築することで、将来的な移住を見据えた関係人

口の創出を図ります。さらに、庁内関係部署が緊密に連携し、移住者をワンストップで円滑に受け入

れる体制を整備します。

「志摩市小規模企業・中小企業振興基本条例」の理念に基づき、市内企業の雇用環境を整備す

ることで、若者が魅力を感じる、やりがいのある雇用を創出します。これにより、市内企業への就労促

進と定着につなげます。

⚫ 新たな産業の誘致・創出

特色ある地域資源を最大限に活かし、企業誘致に向けたワンストップサービスの徹底や支援制度の

整備により、企業の誘致から定着までを切れ目なく支援します。さらに、スタートアップを含む新規創業

を継続的に後押しすることで、地域経済の持続的な成長を促します。

⚫ 次世代の定住につながる土壌づくり

市内の児童生徒が志摩の魅力を知る機会を創出し、地域への愛着心を醸成することで、将来的な

Uターンや定住につながる土壌を整備します。また、若者同士の多様な出会いの機会を創出します。

現状と課題

主な取組の方向性

近年、志摩市への転入者は増加傾向にあるものの、進

学・就職による若者の転出等により社会減が長期間にわ

たって続いています。この背景には、若者が求める業種にお

ける雇用機会の不足があり、これが市外流出やUターン移

住のハードルとなっています。

現在、地域の強みを活かした企業誘致により、若者が定

着できる雇用創出を推進し、これと連動した移住・定住促

進の取り組みを一体的に進めています。

めざす姿（４年後の到達目標）
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基本目標１ 「にぎわい」 ～豊かな自然と共生し、持続可能な発展を続けるまち～

自然環境の保全・活用１－６

市民と行政が一体となって自然と共生するまちづくりを進め、美しい

自然と景観、きれいな水環境を次世代に引き継いでいます。

施策の成果指標

生活排水処理施設整備率

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：市民生活部

⚫ 生活排水対策の推進

⚫ 市民と行政が一体となった保全活動の推進

下水道への接続促進や、合併処理浄化槽への転換を着実に進めます。また、浄化槽の適切な維

持管理を啓発することで、身近な生活環境や、川、海などの自然を守ります。

自然環境の保全を図る施策の基礎資料となる、河川及び海域の水質、底質や生物等の調査を継

続して実施します。ポイ捨て対策として清掃活動や啓発を継続的に行い、地域コミュニティの恒例行

事として定着する働きかけを強化します。

⚫ 自然を活用した活動の推進

現状と課題

主な取組の方向性

定期的に行っている干潟の生物調査においては、希少な

生物が確認されており、豊かな自然が保たれていることが

確認できています。

全国的に課題となっている海洋プラスチックごみ等の海岸

漂着ごみに加え、ごみのポイ捨てが市内各所で発生してお

り、自然環境や景観保全への影響が懸念されます。

集合処理施設及び合併処理浄化槽による生活排水の

処理率が5割程度に留まっていることから、依然として一部

の家庭から生活雑排水が未処理のまま公共用水域に排

出されている状況があります。

将来にわたり持続的な自然景観の保全を目指し、次世代に美しい景観を引き継ぐため、海や森など

の豊かな自然を活かした体験活動を通じて、自然との調和と共生をめざします。

めざす姿（４年後の到達目標）

7



基本目標１ 「にぎわい」 ～豊かな自然と共生し、持続可能な発展を続けるまち～

脱炭素・資源循環システムの構築１－７

持続可能な社会の構築をめざし、市民と事業者が協力してごみの

減量等を進めるなど、環境負荷の低減に向けた取組が進んでいます。

施策の成果指標

可燃ごみ処理量

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：市民生活部

⚫ 脱炭素に向けた啓発推進

⚫ ごみ排出量のさらなる削減

2050年の温室効果ガス排出量実質ゼロの達成に向け、家庭部門の排出量削減をめざし、市民一

人ひとりが自分事として意識するための啓発活動を行います。

市民や事業者に対して適切な分別を周知し、ごみの適正処理に対する意識を高め、リサイクルを推

進します。市民や事業者と連携して、分別やリサイクルに取り組みやすい環境づくりを行い、資源のさ

らなる有効活用を進めます。

⚫ 廃棄物処理施設の安定的な運営

鳥羽志勢広域連合の構成市町が連携を強化し、やまだエコセンターの適正な運営と計画的な施設

管理に取り組みます。定期的な設備の点検や修繕、老朽化対策を計画的に実行し、施設の長期

安定稼働を確保します。

現状と課題

主な取組の方向性

本市のごみ排出量は、人口減少に伴い家庭ごみは減少

傾向にありますが、市民1人あたりの可燃ごみ排出量は全

国平均と比べ高い数値となっています。また、事業系ごみ

は横ばい状態となっています。やまだエコセンターは、稼働か

ら10年以上経過しており、施設の老朽化が懸念されます。

市内の温室効果ガスの排出量は、減少傾向にあります。

排出量の内訳として最も多いものは、自家用車などの運

輸部門、次いで家庭部門となっています。

めざす姿（４年後の到達目標）
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基本目標２ 「やすらぎ」

～安全安心で、

みんなの暮らしを守るまち～

２－１ 災害対応力の充実・強化

２－２ 地域防災力の向上

２－３ 消防・救急体制の強化

２－４ インフラ整備の推進

２－５ 暮らしの安全の推進

２－６ 安全で快適なまちづくり

２－７ 地域公共交通の確保・維持
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災害対応力の充実・強化２－１

大規模災害に備え、多様なニーズに対応できる避難所機能が確保され、

津波避難施設等やデジタル技術を活用した情報伝達ツールの整備など、

災害対応力の強化の取組が進んでいます。

めざす姿（４年後の到達目標）

施策の成果指標

避難所環境の改善に向けた備蓄品の整
備率

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：危機管理統括監

⚫ 新たな情報伝達ツールの導入・普及

避難所運営を迅速に行えるシステムの導入など防災DXを推進し、災害時の新たな情報伝達手段と

して、更新された防災行政無線と連携したLINE等によるテキスト配信など、多角的な発信手段を確

保し、その信頼性向上のため衛星通信環境を構築します。

良好な避難生活環境の確保やあらゆる避難者に配慮した避難所運営を行うため、備蓄品の「量」と

「質」の確保に向け、多様なニーズに対応した備蓄品を全指定避難所へ配備することで、避難所環

境の改善を図ります。

⚫ 分散備蓄の推進と物流拠点整備

発災直後から良好な避難生活環境の確保をするため、各地区への分散備蓄の推進を図ります。ま

た、大規模災害時の支援物資を円滑に受援・集配することを目的とし、物資の保管及び受け入れか

ら分配・搬出作業ができる物流拠点を整備します。

⚫ 津波避難施設等の整備

近い将来発生が危惧される南海トラフ地震等に備え、地域や関係機関と連携し、津波避難施設等

の整備を計画的に遂行します。

⚫ 避難所環境の改善

基本目標２ 「やすらぎ」 ～安全安心で、みんなの暮らしを守るまち～

現状と課題

主な取組の方向性

令和7年3月に国が発表した新たな南海トラフ巨大地震

の被害想定では、志摩市への津波到達時間（津波高

1ｍ）が１分早まりました。また、令和7年9月には今後

30年間の南海トラフ地震発生確率が60～90％程度以

上に見直されるなど、南海トラフ地震はいつ発生してもおか

しくない状況であり、防災・減災対策の加速や国や県が掲

げる避難所の良好な生活環境の確保に向けた取組を進

める必要があります。
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地域防災力の向上２－２

各地区において、実践的な防災訓練が定着し、住民が主体となった

避難所運営体制が確立され、大規模災害に対応できる自助・共助に

よる地域防災力が向上しています。

施策の成果指標

住民が主体となる避難所運営マニュアル・
地区防災計画が整備されている地区の割合

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：危機管理統括監

各地区のハザードや地域特性に合った「避難所運営マニュアル」や「地区防災計画」の作成推進に向

け、自主防災組織と行政の連携強化と、防災技術指導員による継続的な支援を実施します。

⚫ 実践的な地区・他機関連携訓練の実施

避難所の開設から運営までを模擬体験できるHUG（避難所運営ゲーム）や各避難所において避

難所運営用品の保管場所の共有・周知及び資機材等の設置・動作確認を含めた避難所開設運

営訓練など実践的な訓練・研修会を定期的に実施し、地域防災リーダーの育成と運営ノウハウの共

有を図ります。また、災害時の救助・復旧・復興の各フェーズにおいて、迅速かつ円滑に連携体制が

構築できるよう自衛隊、警察、消防、海上保安部などの救助機関や、インフラ事業者、物流事業者

といった協定締結企業等が参加する、より実践的な実動訓練を実施し、平常時から顔の見える関係

を構築し、災害対応力を強化します。

⚫ 住民が主体となる避難所運営体制の確立

基本目標２ 「やすらぎ」 ～安全安心で、みんなの暮らしを守るまち～

現状と課題

主な取組の方向性

南海トラフ地震など大規模災害時に、住民が主体となった

避難所開設運営体制を確立することや、地域住民の防

災意識の維持向上などを目的に、防災技術指導員による

マニュアル作成支援や防災講話など継続的に実施し、地

域防災力の強化に努めています。

また、自衛隊などの救助活動関係機関との連携強化を

目指し、防災道の駅を活用した継続的な訓練も実施して

います。

これら自助・共助の取組をさらに推し進めることは、大規

模災害への大きな備えとなります。

めざす姿（４年後の到達目標）
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消防・救急体制の強化２－３

市民一人ひとりの災害に強い人づくりから市民同士が支え合う災害に

強いまちとなり、消防隊や救急隊が素早く駆けつけ、いつでも安全安

心を感じられる取組が進んでいます。

施策の成果指標

防火・防災教室の実施回数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：消防本部

一般家庭の防火診断の実施や市民への防災教育を通じて、火災予防と防火防災意識の向上を

図ります。また、応急手当普及講習の受講機会を増やし、学校や事業所等での普及員の増加につ

なげ、さらなる応急手当の普及を図ります。

⚫ 現場指揮体制の確立・消防DXの導入活用

消防庁映像共有システムを利用するためのマニュアル等を整備し、情報共有体制の強化を図ります。

また、デジタル技術を活用した安全管理体制及び現場指揮体制等の強化に取り組みます。

⚫ 市民の防火防災意識向上と応急手当の普及

基本目標２ 「やすらぎ」 ～安全安心で、みんなの暮らしを守るまち～

⚫ 消防装備の更新・充実強化

消防車両の更新や災害現場で活動する隊員が着用する防火衣等の消防装備の更新・充実を行

い、さらなる安全性確保を図ります。

⚫ 消防団の強化

若年層の入団促進を行うとともに、機能別団員制度の導入について、消防団本部と協議及び検討

を行います。また、地域の実情に応じて、災害時の救助機材の配備を行うとともに、配備資機材を活

用した訓練を実施し、大規模災害への対応力の強化を図ります。

主な取組の方向性

木造住宅密集地が多い本市では、火災が発生した場

合、延焼する確率が全国平均と比較しても高い状況にあ

り、広報を行い防火対策を進めていますが、火災発生件

数は横ばい状態が続いています。

応急手当普及員講習は受講者数が少なく、各事業所

内での普及員による応急手当の普及が進まない状況です。

人口減少や少子高齢化等の影響により、消防団員数

の減少が続いており、地域防災力の低下が懸念されてい

ます。

現状と課題

めざす姿（４年後の到達目標）
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インフラ整備の推進２－４

老朽化した道路・橋・上下水道などのインフラの計画的な整備や維持

管理、更新が進み、誰もが安全・安心に利用できる生活基盤の確保

と地域の強靭化が進んでいます。

施策の成果指標

安全で円滑な通行が確保（長寿命化・
耐震化）された道路・橋の整備割合

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局： 建設部
上下水道部

生活に不可欠な道路、橋等の維持管理を持続可能な形で進めるため、地域との連携を強化し、地

域住民による主体的な維持管理の活動を促進し、活動内容や範囲に応じた必要な支援の拡充を

図ります。また、災害時の機能確保に向け、橋の耐震補強とともに、道路の舗装修繕についても対策

を進めます。

⚫ 地域連携を強化する幹線道路の整備促進

三重県と緊密な連携のもと、国道167号の（五知～白木間）をはじめとした県管理道路の継続し

た整備推進を働きかけていきます。

基本目標２ 「やすらぎ」 ～安全安心で、みんなの暮らしを守るまち～

⚫ 上下水道の老朽化対策の推進

老朽化した水道施設は、将来の水需要を見据えた再構築を視野に入れ、送水管や避難所等の重

要な給水施設への配水管について計画的な更新を行うとともに、浄水施設やポンプ所については、必

要な修繕と設備の更新を行います。下水道施設についても、計画的に施設の長寿命化を図ります。

主な取組の方向性

道路や橋梁、上下水道といった公共インフラは、高度経

済成長期に集中的に整備されたものが多く、老朽化が進

行している現状にあります。市民が生活するための安全確

保と機能の維持、そして頻発化・激甚化する災害への対

応力を強化するため、老朽化対策としての整備や修繕・

更新と継続した維持管理に加え、耐震化によるライフライ

ンの強靭化を計画的に行う必要があります。

現状と課題

⚫ 適切な道路 ・ 橋の維持管理

めざす姿（４年後の到達目標）
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暮らしの安全の推進２－５

市民が身近な暮らしの安全・安心を実感できるような地域社会の実現に

向け、警察や関係機関・団体と連携した取組が進んでいます。

施策の成果指標

防犯・交通安全啓発活動の実施回数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：危機管理統括監
観光経済部

警察や関係機関等と連携し、多様化する特殊詐欺をはじめとした犯罪に合わないよう市民の防犯

意識を高めるため、継続的に周知啓発を行います。

⚫ 犯罪防止に向けた対策の推進

地域と連携した青色防犯パトロールを実施し、地域における犯罪等の抑止に取り組みます。自治会

や志摩市地域安全会と調整を図り、新たな防犯灯の整備などの対策を進めます。また、警察や関係

機関等と連携し、多様化・巧妙化する特殊詐欺等の犯罪への対策に取り組みます。

⚫ 継続的な市民への周知啓発

基本目標２ 「やすらぎ」 ～安全安心で、みんなの暮らしを守るまち～

⚫ 危険箇所での交通安全施設等の改善

警察や関係機関等と連携し、市民の交通安全意識の啓発を図るとともに、交通安全施設の整備や

改修を進め、交通事故の未然防止に取り組みます。また、交通の危険箇所については、関係機関と

連携して交通安全施設の改善などの対策を実施します。

⚫ 消費者教育の充実

伊勢市消費生活センターや各種団体等と連携し、消費者トラブルの事前防止の取組を実施します。

SNS等も活用しながら、幅広い年代に対する周知啓発を行っていきます。

主な取組の方向性

社会情勢の変化とともに特殊詐欺や悪徳商法の手口は

多様化・巧妙化しており、特に高齢者を狙った手口が多く、

被害額が高額になる傾向があります。本市における犯罪

発生件数は、近年減少傾向にあるものの、市外からの窃

盗犯の流入も確認されており、警戒が必要な状況にありま

す。

本市における交通事故の発生件数は、様々な交通安

全の取組もあり、最近は減少傾向にあります。

現状と課題

めざす姿（４年後の到達目標）
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安全で快適なまちづくり２－６

災害に強く、安全で暮らしやすい都市空間・住環境の形成に向けた

まちづくりが進んでいます。

施策の成果指標

空家等対策の推進に関する取組数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：建設部

将来にわたって持続可能なまちづくりに向け、現在の社会情勢、地域経済、地域課題を考慮したうえ

で、まちづくりの方針及び土地利用の方向性を示す志摩市都市計画マスタープランの改定に取り組

みます。

⚫ 空家等対策の推進

空き家の所有者等が気軽に相談できる窓口の運営を行うとともに、利活用と適正管理の両面から対

策を推進します。また、住民からの情報提供等を起点に、所有者への指導から、法に基づく厳格な措

置までを段階的に実施し、不良な空き家を着実に解消します。

基本目標２ 「やすらぎ」 ～安全安心で、みんなの暮らしを守るまち～

⚫ 安全で快適な公営住宅の確保

安全で快適な住環境を確保するため、公営住宅の予防保全的な修繕に努めるとともに、今後も活

用する住宅については、計画的に改修工事を実施します。

⚫ 計画的な地籍調査の実施

土地の地籍（所有者、所在、境界、面積等）を明確にするため、国土調査法及び国土調査促進

特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画に沿って、継続した地籍調査を実施します。

主な取組の方向性

人口の急激な減少と高齢化が進む現状に対し、今後の

具体的な土地利用を設定し、将来にかけて都市構造の

再編を検討する必要があります。

人口減少等を背景に空家等が増加し、一部は管理不

全な状態となり、防災・防犯・景観等の面で地域の生活

環境に影響を及ぼしています。潜在的な空き家予備軍も

多数存在すると推測されることから、建物の空き家化を防

ぐ手立てについても検討していく必要があります。

現状と課題

⚫ 暮らしやすい都市空間づくり

めざす姿（４年後の到達目標）
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地域公共交通の確保・維持２－７

路線バスやタクシーなど、既存の公共交通が最大限活用され、市民が

買い物や病院など行きたい場所へ安心して自由に移動できるよう、新た

な移動手段を確保する取組が進んでいます。

施策の成果指標

新たな移動手段を導入（本格運行）

した件数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：政策推進部

路線バス等の廃止・縮小という課題に対し、デマンド交通などの新たな交通モードの実証・実装を進

めます。これにより、公共交通空白地域を解消し、既存公共交通の運行時間や地域を補完する新

たなネットワークの構築をめざします。

⚫ 既存公共交通の確保維持

新たな交通モードを導入して新たな地域公共交通ネットワークを構築することで、既存公共交通の利

用促進につなげます。また、国・県と連携し、交通事業者への支援を行い、既存公共交通の確保維

持に取り組みます。

基本目標２ 「やすらぎ」 ～安全安心で、みんなの暮らしを守るまち～

⚫ 観光周遊性の向上

観光客の移動ニーズに応えるため、二次交通を整備し、まちの魅力をより深く体験してもらえる環境を

整えます。

主な取組の方向性

路線バスの減便など、既存公共交通の運行が縮小して

おり、市民の移動手段が限られている状況です。その結果、

買い物や病院へ行くための交通手段がない「公共交通空

白地域」が生じています。利用者の減少による収益面の

問題に加え、バスやタクシーの運転手不足が深刻化してお

り、将来に向けて安定的な交通サービスの維持が大きな

課題となっています。 また、公共交通で移動する観光客

の移動ニーズに応え、観光地としての魅力を体験してもらう

ことのできる二次交通を整備していく必要があります。

現状と課題

⚫ 地域の特性に応じた新たな公共交通の実証・実装

めざす姿（４年後の到達目標）
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基本目標３ 「つながり」

～誰もが健康で心豊かに、つながりあい、

自分らしく暮らせるまち～

３－１ 健康づくりの推進

３－２ 医療体制の確保

３－３ 地域福祉の推進

３－４ 高齢者支援の推進

３－５ 障がい者（児）支援の推進

３－６ 子ども・子育て支援の推進

３－７ 人権が尊重されるまちづくり

３－８ ダイバーシティ・多文化共生の推進

３－９ 市民と連携したまちづくり
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健康づくりの推進３－１

地域のつながりの中で、お互いの健康を気遣い、自分の健康は自分で

守るという意識が高まり、誰もが自分のペースで楽しんで健康づくりに取

り組んでいます。

めざす姿（４年後の到達目標）

施策の成果指標

健康づくり推進の取組数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：健康福祉部

⚫ 地域の食材を活用したこころと身体の健康づくり

地域の食材や郷土食、旬の食材を知る機会を作り、地元でとれる食材を利用した健康的な食につ

いて情報発信します。また、健康で元気に暮らし続けることができるようライフステージに応じて望ましい

食事量や食べ方を伝えます。

市民が自分の身体の状態について把握し、より自分に合った運動に取り組める環境を作ります。また、

幅広い世代を対象にそれぞれが楽しんで運動ができるよう働きかけます。

⚫ 妊産婦が安心して出産・子育てできる環境づくり

安心して子育てできる環境整備を目指し、健やかな成長を見守る地域活動を推進します。また、分
娩空白地の状況を支援し、妊娠期から切れ目なく出産・育児をサポートする取組みを強化します。

⚫ こころの健康や自殺予防を支援する環境整備

こころの健康を保つため、適切なストレス対処やセルフケア等について、対象を絞った効果的な周知啓

発に取り組みます。また、こころに不調がある人や自殺を考えている人に気づいて見守っていくことや、

必要に応じて専門家につなぐなど、相談窓口も含めて市民や関係機関への周知啓発を強化します。

⚫ 運動の機会・取組の場づくり・仕組みづくり

基本目標３ 「つながり」 ～誰もが健康で心豊かに、つながりあい、自分らしく暮らせるまち～

現状と課題

主な取組の方向性

人口減少や少子高齢化が進む中、生涯にわたり健やか

でいきいきと暮らすためには、市民一人ひとりが自らの健康

に関心を持ち、主体的に健康づくりに取り組むことが大切

です。そのため、子どもから高齢者までのすべての市民が、

地域でのつながりを大切にし、地域社会全体で「健康づく

り」を支え合う環境整備が重要となります。
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医療体制の確保３－２

市民が、住み慣れたまちで安心して医療を受け続けられ、夜間や休日

に具合が悪くなっても、必要な医療を速やかに受けられる体制が保たれ

ています。

施策の成果指標

休日夜間の医療体制の確保

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：健康福祉部
病院事業部

⚫ 病院事業の健全な運営

経営強化プランに基づき、独立採算である公立病院を持続的に運営するため、経営の効率化を図り

ます。療養病床から地域包括ケア病床への転換を図り、慢性期及び回復期の医療を確保します。ま

た、市民病院外来診療の一層の充実を図るとともに、訪問診療や訪問看護、リハビリテーションを通

じて生活を支え、地域包括ケアシステムの中で在宅医療充実に取り組みます。

医師会、薬剤師会等の関係機関や近隣市町と連携をとりながら、休日・夜間等の一次救急体制の

維持・確保に取り組みます。

⚫ 医療人材の確保

医療人材の確保に向けて、中学・高校等の教育機関との連携を密にし、講演や職場体験を実施し

ていくとともに、三重大学医学部地域枠への学生の推薦、地域基盤型保健医療教育の実施等に

取り組みます。市民病院では、医療職を目指す学生の実習を積極的に受け入れ、修学資金貸与

制度拡大を検討するなど、引き続き将来的な人材確保対策に取り組んでいきます。

⚫ 一次救急医療体制の維持・確保

基本目標３ 「つながり」 ～誰もが健康で心豊かに、つながりあい、自分らしく暮らせるまち～

現状と課題

休日や夜間などに急病になった場合の対策として、志摩

医師会、鳥羽志摩薬剤師会の協力を得て、休日夜間応

急診療所を設置し、一次救急医療体制を確保しています。

市民病院は、伊勢志摩区域における役割分担の中で、

回復期に入った高齢者への医療や、手術などは要しない

が一時的に状態が悪化した高齢者への医療を担うことが

求められています。また、高齢者のみの世帯や高齢者単身

世帯の増加により、在宅医療の充実が求められています。

主な取組の方向性

めざす姿（４年後の到達目標）
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地域福祉の推進３－３

地域の住民組織や地域の担い手となる人びとがつながり、相互連携、

互助により誰もが安心して暮らせる地域づくりの体制整備が進んでいま

す。

施策の成果指標

地域づくり（ふくし座談会）の開催数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：健康福祉部
福祉事務所

⚫ ひきこもりや生活困窮者への支援の強化

社会保障制度の狭間にいる人や、複雑・分野横断的な課題を抱える人は、ひきこもりや生活困窮に

陥りやすい状況にあります。このことから、関係機関がさらに連携を深めることにより支援体制の強化を

図っていきます。

住民組織をはじめとする地域づくりの担い手となる人びとや、地域を構成する団体・企業といった、

様々なステークホルダー同士が相互に連携する環境を整備し、地縁的なつながりの維持をめざします。

助け合いから生まれる関係性をより広域にし、住民相互の支え合いの文化を醸成します。

⚫ 相談支援体制の強化

様々な相談に対応できるよう、庁内の横の連携のみならず、庁外の関連機関や地域コミュニティとの

連携を一層強化します。複雑・分野横断的な課題を抱える人に対する相談の間口を広げ、必要な

支援が届くような体制づくりを行います。

⚫ ふくし座談会など地域でつながる機会の創出

基本目標３ 「つながり」 ～誰もが健康で心豊かに、つながりあい、自分らしく暮らせるまち～

現状と課題

現役世代の人口の流出や高齢化等にともない、地域の

住民組織の担い手不足による互助機能の低下が見られ

ます。

また、高齢者単身世帯の増加や、ライフスタイルの多様

化により、地域のつながりの希薄化が進んでいます。

誰もが、社会や地域から孤立することなく、安心して暮ら

すことができるよう、地域の互助機能を維持していく必要が

あります。

主な取組の方向性

めざす姿（４年後の到達目標）

20



高齢者支援の推進３－４

誰もがつながりあい、自分らしく暮らす中で、すべての高齢者に居場所

がある取組や、安心して生活ができる地域包括ケアシステムの深化・推

進に取り組んでいます。

施策の成果指標

つながりあえる居場所（参加機会）の数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：健康福祉部

⚫ 認知症支援体制の充実

地域全体が認知症への理解を深められるよう、認知症施策の充実を図ります。相談窓口の充実を

図り、早期発見及び支援につながる仕組みを整えます。

高齢者の社会的な孤立の解消、心身の健康維持、地域での支え合い体制の構築をめざします。高

齢者が地域の支え手として活躍できるような仕組みを、地域支援コーディネーターが地域や関係機関

と協働で検討し、地域資源の発掘を推進します。高齢者の生きがいづくりの充実を図るため、地域活

動への参加支援や各種団体の取組を支援します。

⚫ 住民主体の介護予防・重度化予防の取組支援

介護予防の必要性を理解し、自ら取り組めるよう知識の普及啓発を行います。市民主体の介護予

防活動を推進し、社会参加活動につながるよう支援します。介護が必要になっても重度化を予防で

きるよう、個人及び団体の活動を支援します。

⚫ つながりあい、生きがいを持って暮らせる地域の取組支援

基本目標３ 「つながり」 ～誰もが健康で心豊かに、つながりあい、自分らしく暮らせるまち～

⚫ 介護保険サービスの充実と質の向上及び安定的な運営への支援

高齢者が有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。また、要介護

状態等の軽減・悪化の防止を図ることができるよう、適切なサービス提供の質の向上をめざします。

現状と課題

今後、高齢者人口は減少していきますが、当面の間、要

支援・要介護認定者は増加する見込みです。高齢者世

帯や独居高齢者は増加しており、見守りが必要な世帯が

増えています。

介護予防への取組の必要性が浸透してきていると思わ

れる一方で、利用者は固定化されてきており、広がりが少

ない現状があります。

認知症が疑われる方の相談が増えてきており、支援者や

医療、地域との連携が必要です。

主な取組の方向性

めざす姿（４年後の到達目標）
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障がい者（児）支援の推進３－５

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせるまちをめざし、相談体制の充実、

就労機会の創出など、各ライフステージに寄り添った切れ目のない支援

の取組が進んでいます。

施策の成果指標

切れ目のない支援体制構築に向けた
連携活動の回数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：健康福祉部
福祉事務所

⚫ 自立に向けた就労機会の拡充

ハローワークや企業、就労支援事業所等関係機関と連携し、就労支援体制の充実を図ります。また、

企業や各種団体への障がい者雇用の理解と促進の普及啓発を行い、実際の雇用や就労の機会に

つながるよう取組を進めます。

各関係機関が連携を密にすることで、乳幼児期から学校卒業後までの各ライフステージにおける、円

滑な情報共有を行いながら、障がい者（児）に対する切れ目のない支援を推進します。

⚫ 相談支援体制の充実

障がい者（児）の多様なニーズに対応できるよう、基幹相談支援センターの強化及び総合相談体

制の充実を図ります。また、障害福祉サービス事業所や関係機関が連携しながら、重度の障がいが

ある方や医療的ケアが必要な方に手厚く対応できるよう、支援体制の強化を図っていきます。

⚫ 切れ目のない一貫した支援の推進

基本目標３ 「つながり」 ～誰もが健康で心豊かに、つながりあい、自分らしく暮らせるまち～

現状と課題

障がい者（児）が住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関

である「基幹相談支援センター」を設置し、総合的・専門

的な相談支援体制を構築しています。

社会参加は、生活を豊かにするための重要な要素です

が、「就労が困難である」と感じる障がい者が多く、また、障

がいのある子どもの将来に不安を抱えている保護者も多い

という現状があります。

誰もが社会の一員として、一人ひとりの希望や意欲を持

ちながら活躍できるよう、障がい者（児）への支援体制の

充実を図る必要があります。

主な取組の方向性

めざす姿（４年後の到達目標）
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子ども・子育て支援の推進３－６

妊娠期から子育て期まで、誰もが孤立せず、必要な時にいつでも相談

できる体制の整備や、安全・安心の保育サービスが提供できる環境整

備の取組が進んでいます。

施策の成果指標

多様な子育て支援サービスの充実に向け
た取組数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：健康福祉部
福祉事務所

⚫ 子育てに関する相談や気軽に利用できる子育て支援サービスの充実

子育てに関する不安や負担を軽減するため、子育て支援センターなどの相談窓口の充実を図ります。

また、子育て支援に関する講座やイベントを開催し、子育て中の親子が気軽に集える場を提供します。

子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービスを提供するため、保健・福祉・医療・教育など、

さまざまな分野の関係機関が連携して、保護者が子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じるこ

とができるよう支援します。

⚫ 各ライフステージに応じた経済的支援の充実

子育てにおける経済的負担の軽減を図るため、引き続き、妊娠・出産・子育てなどの各ライフステージ

に応じたさまざまな支援策を充実していきます。

⚫ 保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境づくり

基本目標３ 「つながり」 ～誰もが健康で心豊かに、つながりあい、自分らしく暮らせるまち～

⚫ 安全・安心な保育環境の整備

子どもたちが安心して保育施設や放課後児童クラブを利用できるよう、保護者や地域との連携を深

めながら、ニーズに合った保育環境を整備するとともに、津波浸水想定区域内にある施設の高台への

移転など、安全な施設環境の整備に取り組みます。

現状と課題

本市においては、人口減少や少子高齢化の進行、コミュ

ニティの希薄化などにより、地域を取り巻く状況が大きく変

化しています。全ての子どもの健やかな成長を支え、誰もが

安心して子どもを生み育てることができる社会を実現するた

めには、子育て世代への支援を強化するとともに、地域全

体で子育てを支える環境作りを進めることが重要です。そ

のために、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を

充実させていく必要があります。

主な取組の方向性

めざす姿（４年後の到達目標）
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人権が尊重されるまちづくり３－７

誰もが互いの違いを認め合い、尊重し合うことで、一人ひとりの毎日に

「自分らしくいていいんだ」という、安心感が満ちていくような取組が進ん

でいます。

施策の成果指標

人権啓発事業の実施回数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：市民生活部

多くの市民の参加を得られるよう、アンケートの結果を基に市民が関心のあるテーマを具体的に把握

し、課題やニーズに沿った人権講座等を開催します。これにより、市民一人ひとりの人権意識をより一

層高めていけるような啓発活動を進めます。

⚫ 社会教育と学校教育が連携した人権教育の推進

⚫ 人権啓発の推進

基本目標３ 「つながり」 ～誰もが健康で心豊かに、つながりあい、自分らしく暮らせるまち～

現状と課題

市では、「志摩市における部落差別をはじめあらゆる差

別をなくすことをめざす条例」や「志摩市人権施策基本方

針」、「志摩市人権教育基本方針」に基づき、人権啓発

活動や人権教育活動を進めてきました。

近年では、感染症の世界的流行を背景に浮き彫りとなっ

た「感染症と人権」という新たな人権問題の発生やインター

ネット上での誹謗中傷、その匿名性を悪用した書き込みや

誤った情報の拡散が問題となるなど、人権問題を取り巻く

環境は多様化しています。

主な取組の方向性

人権尊重のまちづくりには、学校教育で培った人権感覚を維持・発展させることが不可欠なため、義

務教育で学んだ体系的な人権教育を基礎としつつ、 社会に出てからも新たな人権課題に対応し、

学び続けることができるような環境整備を進めます。

めざす姿（４年後の到達目標）
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ダイバーシティ・多文化共生の推進３－８

国籍、文化、年齢及び性別などに関係なく、誰もが互いの違いを認め
合い、尊重しながらいきいきと暮らすことができ、ともに楽しむことができる
ようなまちづくりの取組が進んでいます。

施策の成果指標

国際交流員（CIR）による多文化交流
事業の実施件数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：市民生活部

人権講座や広報紙、ホームページ等を活用した啓発活動を通じて、多様性を尊重し、誰もが自分ら

しく生活できる社会の実現をめざします。

⚫ 関係部署との連携強化及び学習機会の創出

関連部署との連携、情報共有を密にすることで、様々な人権問題に対応できる行政基盤を整えます。

これに加え、人権問題に関する社会教育の場を提供します。

⚫ 誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる社会を実現するための普及啓発

基本目標３ 「つながり」 ～誰もが健康で心豊かに、つながりあい、自分らしく暮らせるまち～

⚫ 国際理解推進のための多文化共生事業の実施

志摩市国際交流協会と連携しながら、外国人住民を支援するための日本語教室の開催や相談窓

口の充実を図り、CIR（国際交流員）とともに様々な異文化交流イベントの開催や子どもたちに国

際理解を深めてもらうための学校訪問を行います。

現状と課題

市民一人ひとりが、性別にとらわれることなく、活躍できる

社会を実現するためには、性別による固定的な役割意識

を取り除いていく必要があります。

誰もが暮らしやすい社会を実現するためには、意思決定

の場への女性参画が重要であり、取り組みを進めておりま

すが、まだまだ十分ではありません。

外国人住民や外国人観光客が年々増加し、日常生活

における外国人との関わりが多くなっているため、国際理解

の推進や多文化共生社会に向けた施策を推し進める必

要があります。

主な取組の方向性

めざす姿（４年後の到達目標）
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市民と連携したまちづくり３－９

地域の活性化に向けて、市民と行政の連携・協働によるまちづくりの

取組が増加しています。

施策の成果指標

まちづくり団体等と協働して地域の魅力
づくりに取り組んだ事例数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：市民生活部

地域が抱える様々な課題を的確に把握し、市民と行政のそれぞれの役割を明確にした上で、協働し

て地域の課題解決や魅力づくりに取り組む事業を実施します。

⚫ 自治会や市民活動団体等への支援

地域の担い手不足を解消できるよう自治会と連携しながら、自治会未加入者に対して自治会への

加入を促進します。また、自治会をはじめ、ボランティア団体やNPO法人等が活動しやすいための環

境を整備し、市民が主体となるまちづくりを支援します。

⚫ 多様な地域課題の解決や地域の魅力づくりに向けた市民と行政の連携強化

基本目標３ 「つながり」 ～誰もが健康で心豊かに、つながりあい、自分らしく暮らせるまち～

現状と課題

人口減少や少子高齢化が進む中、多様な価値観や生

活様式の変化により、自治会加入率の低下や地域コミュ

ニティの希薄化が進み、住民同士のつながりが失われつつ

あります。そのため、祭りや清掃活動といった地域活動の継

続が難しくなり、また災害時の助け合いや地域の安全維

持が困難になりつつあります。

それらの地域課題に対応するために、より機動的で柔軟

なアプローチが求められるようになり、ボランティア団体や

NPO法人等の市民活動団体の役割がますます重要に

なっています。

主な取組の方向性

めざす姿（４年後の到達目標）
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基本目標４ 「はぐくみ」

～未来を育み、

生涯にわたる学びを支えるまち～

４－１ 誰もが大切にされる教育

４－２ 一人ひとりの可能性を伸ばす教育

４－３ 地域を誇り、生涯にわたって学び続ける教育

４－４ 未来を創る人材を育む教育
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誰もが大切にされる教育４－１

子どもたち一人ひとりがお互いの存在や多様性を認め合い、誰もが安全、

安心に過ごせる環境が整備され、その中で自己肯定感と人権尊重の意

識の育成が進んでいます。

めざす姿（４年後の到達目標）

現状と課題

施策の成果指標

学校内外で関係機関等と連携している
不登校児童生徒の割合

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：教育委員会事務局

主な取組の方向性

⚫ 特別支援教育の推進

子ども一人ひとりの特性やニーズを把握し、個々の持つ力や可能性を最大限に引き出すための、きめ

細やかな指導と支援を行います。

自己肯定感を育む教育を推進するとともに、様々な人権課題を自分の課題と捉え、人権を守るため

の行動力を身につけるため、仲間づくりを核とした人権学習を推進します。

⚫ いじめ、不登校対策への積極的な支援の推進

「いじめ見逃しゼロ」に向け、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に取り組みます。 「不登校の

子どもの孤立ゼロ」の理念のもと、子どもたちの社会的自立を目標に、学校、家庭、地域が連携し、さ

まざまな居場所の確保に取り組みます。

⚫ 安全で安心な学校づくりの推進

学校・家庭・地域・関係機関が連携し、子どもたちの命と安全を守る体制を確立するとともに、「誰一

人取り残さない」学校づくりをめざします。防災教育に取り組み、子どもたちが自らの命を自ら守る「自

助」の力を身につけ、家族や地域の一員として主体的に行動できる「共助」の力を育みます。

⚫ 人権教育の推進

基本目標４ 「はぐくみ」 ～未来を育み、生涯にわたる学びを支えるまち～

急激に変化していく社会において、人権課題も多様化し

ている現状があります。いじめは多様化・複雑化しており、

いじめを見逃さない体制つくりの継続と強化が必要です。ま

た、不登校は問題行動ではなく、自分自身を守るための

選択肢の一つだという認識が広がっています。学校に行くこ

とをゴールとせず、子どもの社会的自立を目的とした支援を

継続することが重要となります。

特別な支援を必要とする子どもは増加傾向にあり、一人

ひとりに応じた切れ目のない支援体制が課題です。
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一人ひとりの可能性を伸ばす教育４－２

就学前から中学校卒業まで途切れることのない学びと、家庭・地域との

連携のもと、子どもたちは、確かな学力と豊かな心身を育む取組が進ん

でいます。

施策の成果指標

学力向上に向けた研修会への参加人数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：教育委員会事務局

⚫ 健康教育と体力向上の推進

基本的生活習慣や望ましい食習慣の確立を図るための健康教育や食育を学校全体で推進します。

子どもたちが体を動かすことで運動の楽しさを知り、積極的に運動に取り組むことで、体力の向上や健

康の保持増進を図ります。

子どもたちが心豊かにたくましく成長できるよう、社会の変化に柔軟に対応した教育・保育環境を整備

します。小学校との交流等、小学校教育への円滑な接続に向けた取組を推進します。

⚫ 確かな学力と道徳心の育成

教員の専門性向上と、ICTを有効活用した教育環境の整備を進めます。基礎的な知識・技能の習

得をめざすとともに、対話的な学びの中で思考力・判断力・表現力を育み、子どもたちが自らの生き

方を主体的に考え、行動するための基盤となる道徳性を育みます。

⚫ 学校、家庭、地域の連携と学びの推進

学校・家庭・地域がそれぞれの役割を適切に果たしつつ、相互に連携して行われる「社会総がかりの

教育」の実現のため、保護者・地域とともに信頼される学校づくりを進めます。

⚫ 幼児教育の推進

基本目標４ 「はぐくみ」 ～未来を育み、生涯にわたる学びを支えるまち～

現状と課題

主な取組の方向性

全国学力・学習状況調査の本市の結果の分析から、基

礎学力の定着には成果があるものの、記述力や応用・活

用型問題に対する弱さがあります。また、教育におけるICT

活用頻度にも課題があります。

子どもの減少や生活環境の変化により、日常的に体を

動かす機会が少なくなり、体力低下の傾向が見られます。

教育を取り巻く環境が大きく変化し、学校だけで課題解

決が困難な状況もあり、「社会総がかりの教育」が強く求め

られています。

めざす姿（４年後の到達目標）
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地域を誇り、生涯にわたって学び続ける教育４－３

地域への愛着と誇りを育むとともに、生涯学習やスポーツなどを楽しむこと

により、人と人とのつながりの中で生きがいを感じ、学び続ける人を育てる

取組が進んでいます。

施策の成果指標

オンライン学習講座開催回数

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：教育委員会事務局

⚫ スポーツの推進

誰もがスポーツに出会い、親しめる環境づくりに取り組むとともに、スポーツを通じた個人の成長やチャレ

ンジを応援します。スポーツによる地域活性化と共生社会の実現に向けた取組を進めます。

環境・文化・歴史・産業といった地域資源を教育活動に積極的に取り入れ、体験を通して地域への

愛着と誇りを育みます。市民への文化財の周知と理解を進め、文化財、伝統文化の保存と継承や、

市民が文化に触れる機会の創出に取り組みます。

⚫ 生涯を通じた学習・読書活動の推進

市民一人ひとりの自己実現と地域社会への参画のため、時代に即した多様な生涯学習の機会の提

供に取り組みます。生涯にわたって学び続ける基盤を築くため、読書活動を推進するとともに、読書環

境の充実を図ります。

⚫ 青少年健全育成の推進

地域全体で子どもたちの多様な成長を支え、未来を生き抜く「生きる力」と「豊かな心」を育むため、

現代社会の多様な課題に対応した青少年健全育成活動を推進します。

⚫ 地域・伝統文化の継承と郷土愛の醸成

基本目標４ 「はぐくみ」 ～未来を育み、生涯にわたる学びを支えるまち～

現状と課題

主な取組の方向性

市民の地域への愛着と誇りを育むため、地域産業・伝統

文化など、地域の特色を生かした実践的な学習機会を増

やす必要があります。

生涯学習においては、若年層を含む幅広い世代のニー

ズに対応した学習機会を提供することが必要です。また、

誰もがスポーツに出会い、親しめる環境づくりも必要です。

急速な社会変化に伴い、子どもたちを取り巻く問題は複

雑化しています。青少年の健全育成に向けては、より強固

で持続可能な見守り・育成体制の再構築が課題です。

めざす姿（４年後の到達目標）
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未来を創る人材を育む教育４－４

めまぐるしく変化する社会の中で、何事に対しても柔軟に対応し、自立

と社会参画に向けて必要な力を育む取組が進んでいます。

施策の成果指標

小中学校で志摩学（地域学習）の
授業を年間２回以上行った学年の数
（割合）

現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

主担当部局：教育委員会事務局

⚫ グローカル教育の推進

世界を意識しながら、自分たちの地元の課題を意識し、解決に向けた話し合いを継続していくグロー

カル教育を推進します。学びを通して地域を愛する「しまらぶ」の心を育み、未来をともに創る人づくりを

めざします。

1人1台端末と高速ネットワークのメリットを最大限に活用し、子どもたちが自ら正しい情報を集め、深

く考え、豊かに表現する学びを推進します。

⚫ キャリア教育の推進

変化の激しい社会をたくましく生き、将来の夢や展望を持ち、自立した社会の担い手を育てるキャリア

教育を推進します。

⚫ 主体的に社会参画する力の育成

社会の一員として自覚と責任を持ち、多様な人々と協力して社会の担い手として主体的に関わる力

を育みます。安全・安心な消費生活の主体者として、持続可能な社会の発展に貢献できる人材を

育成します。

⚫ デジタル・シティズンシップの推進

基本目標４ 「はぐくみ」 ～未来を育み、生涯にわたる学びを支えるまち～

現状と課題

主な取組の方向性

あふれるデジタル情報に対し、正しい判断と倫理観の育

成が喫緊の課題となっています。

めまぐるしく変化する社会の中、主体的な進路選択を促

すキャリア・ビジョンの育成や、地域と連携した体験活動の

充実が求められます。

グローバル化で国際交流の機会が増加し、コミュニケー

ション能力と交流意識が求められているとともに、郷土への

愛着をそだてる「地域学習」の推進が急務です。

めざす姿（４年後の到達目標）
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各施策の推進を支える「行政運営」

１.（１） 人財確保・育成の推進

１.（２） 自分らしく働ける環境づくり

１.（３） 発注関係事務を支える体制づくり

２.（１） 事務事業の新陳代謝の徹底

２.（２） 積極的な財源の確保

２.（３） 計画的な公共施設マネジメント

３.（１） 広報広聴の充実

３.（２） 市民サービスを向上させる庁内DX
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各施策の推進を支える「行政運営」

各施策の推進を支える 「行政運営」

基本姿勢と３つの分野

前章では、基本構想に掲げる「誰もが住みたくなる、笑顔あふれる『しあわせ』のまち」の実現に向けて、

市が取り組む施策を、分野ごとに記述してきました。

本章は、各施策を着実に実施するための、行政運営の考え方について述べています。前章に掲げる基

本目標が本計画の４つの柱であるとすれば、本章はそれらを支える土台となるものです。

ここでは、時代に即した「行政運営」をめざし、「市民をはじめとした多様な主体との連携・共創」を基本

姿勢におき、PDCAサイクルの推進において重要な「人財・組織」、「財務・資産」、「情報・DX」の３つの

分野における取組項目を設定しました。限られた行政資源を効果的かつ効率的に活用し、総合的かつ

戦略的な事業展開を図ります。

各施策の推進を支える 「行政運営」

基本

姿勢
市民をはじめとした多様な主体との連携・共創

分野 １. 人財・組織 ２. 財務・資産 ３. 情報・DX

取組

項目

職員一人ひとりが輝ける育成

支援と、その能力を最大限に

生かせる組織・風土づくりを

進めます。

(1) 人財確保・育成の推進

(2) 自分らしく働ける環境

づくり

(3) 発注関係事務を支える

体制づくり

持続可能なまちをめざし、中

長期的な視野で、財政の健

全化と資産（公共施設

等）の効果的な活用を進め

ます。

(1) 事務事業の新陳代謝

の徹底

(2) 積極的な財源の確保

(3) 計画的な公共施設

マネジメント

市民に必要な情報が伝わる

情報発信の強化と、デジタル

技術の活用による市民サービ

スの向上を進めます。

(1) 広報広聴の充実

(2) 市民サービスを向上

させる庁内DX
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各施策の推進を支える「行政運営」

人財確保・育成の推進（１）

１．人財・組織

めざす姿（４年後の到達目標）

多様な人材の確保と意欲ある職員の定着が進み、社会情勢の変化を

捉えながら、自ら考えて行動し、失敗を恐れずに果敢に挑戦できる職員

が育ち、活躍する組織づくりが進んでいます。

主担当部局：総務部

現状と課題

主な取組の方向性

施策の成果指標 現状値
（令和7年度）

社会情勢の変化に柔軟に対応し、新しい施策に果敢

に挑戦できる意欲と高度な専門能力を両立させた職員

を継続的に育成する仕組みづくりと多様な人材の確保

が課題です。

また、土木技師などの専門職や若手職員の確保・定

着が難しくなっています。

さらに、組織における人材育成機能の低下も課題と

なっています。

⚫ 採用試験制度の多様化と魅力発信の強化

職員一人ひとりが自律的なキャリア形成を描けるよう、OJT制度を充実させるとともに、各階層に応じ

たスキルアップ研修を強化します。中でも、若手職員の早期育成や管理職のマネジメント能力向上を

目的とした研修に力を入れ、職員の成長を組織全体で支援します。

⚫ 人材育成と組織の活性化

多様な人材を効果的に確保するため、採用試験をテストセンター方式で行い、全国どこからでも受験

できる機会を提供します。また、職務経験者採用の要件拡充やキャリア採用を積極的に実施するほ

か、離職者を対象としたジョブリターン（復職）制度への応募を促し、即戦力となる人材の確保を強

化します。さらに、SNSやウェブサイトを効果的に活用し、UIターン希望者や社会人経験者など幅広

い層へ、市職員として働く魅力ややりがいを戦略的に発信します。

階層別研修の参加率

目標値
（令和11年度）
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各施策の推進を支える「行政運営」

自分らしく働ける環境づくり（２）

１．人財・組織

多様な働き方やキャリア形成が尊重され、すべての職員が心身の健康を

保ちながら、個々の能力を最大限に発揮し、高い意欲をもって行政サー

ビスを創造・提供できる組織・職場づくりが進んでいます。

主担当部局：総務部

現状と課題

主な取組の方向性

施策の成果指標 現状値
（令和7年度）

これまで、行政需要の増大や市民ニーズの多様化を背

景に、職員一人ひとりに求められる業務量やスキルが増加

しています。さらに、人口減少の進展に伴い、職員の確保

が難しくなっています。

こうした背景の中、限られた人員の中で、職員一人ひとり

がその能力を最大限に発揮でき、心身ともに健康で、安心

して自分らしく働ける環境づくりが喫緊の課題です。

⚫ 職場の健康管理等の推進

⚫ 生産性を高める職場づくり

職員が心身ともに健康で活力を維持し、能力を最大限に発揮できるよう、勤務時間管理を徹底する

とともに、メンタル不調の未然防止や職場復帰支援を充実させます。あわせて、組織的なハラスメント

防止措置を講じます。

業務の進め方や手順を常に見直し、デジタル技術の活用等により生産性を高めることで、少人数で

も効率的かつ柔軟な市民サービスを提供できる職場づくりを進めます。

⚫ ワークライフバランスの推進

育休時短、介護休暇、時差出勤制度や在宅勤務を推奨するなど、職員のワーク・ライフ・バランスを

推進します。

職員の職場満足度

めざす姿（４年後の到達目標）

目標値
（令和11年度）

35



各施策の推進を支える「行政運営」

発注関係事務を支える体制づくり（３）

１．人財・組織

発注関係事務に係る体制整備が進み、公正性・透明性・経済性・品質

を確保した適正な発注関係事務の執行に取り組んでいます。

現状と課題

主な取組の方向性

公共調達が適正かつ有効に執行されるためには、発注

関係事務（発注準備・入札・契約・実施・検査など）の

各段階を適正に実施していくことが大切です。発注関係事

務には、多岐にわたる専門的な知識と経験が必要となるた

め、執行体制の整備と合わせ、職員の育成が重要となりま

す。

公共調達は受注する事業者の継続的な営みが不可欠

なため、発注に際しては、公正な競争の確保に留意しつつ、

社会情勢の変化に合わせた最新の市場価格に基づいた

発注に取り組む必要があります。

⚫ 業務執行体制の整備

発注関係事務に係るマニュアル整備や組織的なチェック体制を確立するなど、業務の適正を確保す

るための執行体制を整備します。

⚫ 職員の育成

施策の成果指標

発注関係事務の適正な執行に
向けた職員研修の回数

現状値
（令和7年度）

発注関係事務に係る知識の向上と、コンプライアンス意識の徹底に向けた職員育成を推進します。

主担当部局：総務部

めざす姿（４年後の到達目標）

目標値
（令和11年度）
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各施策の推進を支える「行政運営」

事務事業の新陳代謝の徹底（１）

２．財務・資産

社会経済情勢の変化に柔軟に対応するとともに、効果的かつ効率的に

予算を配分し、最大の効果を実現できるよう、事務事業の見直しを行う

PDCAサイクルが確立しています。

現状と課題

主な取組の方向性

施策の成果指標 現状値
（令和7年度）

市の財政は、物価高騰などを背景に人件費や物件費と

いった固定的な経費が増加し続けています。その結果、財

政の柔軟性を示す経常収支比率は90%を超える高い水

準で推移しており、財政が硬直化している状況です。この

ため、新たな市民サービスなどを展開する財源を確保する

には、既存事業の不断の見直しが不可欠です。そこで、予

算編成と連動させながら事業効果を客観的に評価し、より

効果的な政策を立案するための新たな手法を導入する必

要があります。

⚫ 予算編成と行政評価を連動させたPDCAサイクルの確立

成果を重視した効果的かつ効率的な市政運営を推進するため、 「ないものねだり」から「あるものさが

し」へ価値観を変化させ、徹底した「新陳代謝」を図り、時代に即した事業の再構築に取り組みます。

成果や効果を検証のうえ、事業継続の必要性を十分検討し、効果を上げている事業も含め既存事

業の大胆な見直しを行い、事業スキームの再構築や仕事の進め方の見直しも含め、事業の立案を

図ります。

⚫ 「あるものさがし」による「新陳代謝」の徹底

総合計画を市政運営の最上位計画として明確に位置づけ、その目標達成に向け、予算編成、事

業実施、評価、改善（事業見直し）に至る一連の行政プロセスを連動させます。この一貫した行政

経営システムの構築により、経営資源を戦略的に再配分する仕組みを確立し、計画の実効性を高

めます。

経常収支比率
（財政構造の弾力性）

主担当部局：総務部

めざす姿（４年後の到達目標）

目標値
（令和11年度）
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各施策の推進を支える「行政運営」

積極的な財源の確保（２）

２．財務・資産

社会状況の変化を踏まえた、新たな行政課題に対応するための予算を

措置するため、新たな財源の確保に向けた取組が進んでいます。

現状と課題

主な取組の方向性

施策の成果指標 現状値
（令和7年度）

人口減少に伴い、市税や地方交付税などの自主財源

の減少が見込まれる一方、社会保障関連経費や、人件

費や物件費などの固定経費が増加しています。このため、

子育て支援の充実や、デジタル化の推進、多様化する市

民ニーズへの対応など、新たな行政課題に対応するための

財源の確保が必要です。

⚫ 多様な手法による財源の確保

国や県の補助金や交付金など、新たな財源に関する情報を迅速に収集・共有する体制を整備しま

す。国や県への政策提案や積極的な意見交換を通じて連携を強化し、必要な財源の確保に取り組

みます。

⚫ 国・県との連携による財源の確保

本市の魅力発信を強化し、ふるさと応援寄附や企業版ふるさと納税制度を活用した寄附金の受入

拡大を図ります。また、市が保有する資産を有効活用した広告料収入の確保や公共施設の使用料

等の見直しなど、新たな財源の創出を推進します。

標準財政規模に占める財政調整基金
残高の割合

主担当部局：総務部

めざす姿（４年後の到達目標）

目標値
（令和11年度）
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各施策の推進を支える「行政運営」

計画的な公共施設マネジメント

現状と課題

主な取組の方向性

（３）

２．財務・資産

施策の成果指標 現状値
（令和7年度）

将来にわたって、市民が安全、快適に公共施設を利用できるよう、人口

減少等に対応した適正な配置と必要な規模を確保しながら、計画的な

整備が進んでいます。

本市の公共施設は、平成10年頃までに集中して整備さ

れており、老朽化対策が大きな課題となっています。また、

類似する用途を持った施設が重複して存在し、すべての公

共施設を更新していくことは厳しい状況です。

一方で、すでに学校の統廃合等により用途を廃止した施

設についても利活用や取り壊しが進んでいません。

⚫ 安全で快適な公共施設の確保

用途の廃止により役割を終えて使用していない建物や土地については、貸し出しや売却などを検討

し、有効活用を進めます。

⚫ 資産の有効活用

施設ごとに適切な管理を行い、老朽化状況や利用状況等を踏まえた整備や人口減少に対応した

配置と必要な規模を確保するために、統廃合等の対策を行います。

主担当部局：政策推進部

公共施設の有効活用の取組数

⚫ 公共施設の長寿命化の推進

日常の管理や定期的な点検、診断の結果に対し、計画的に修繕等を実施することで施設を長く安

全に使い続け、ライフサイクルコストの抑制、財政負担の平準化を図ります。

めざす姿（４年後の到達目標）

目標値
（令和11年度）
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各施策の推進を支える「行政運営」

広報広聴の充実（１）

３．情報・DX

施策の成果指標 現状値
（令和7年度）

新たなDX手法を取り入れた、市民の皆さんの声を生かす広聴機能の強

化に向けた取組や、市民の皆さんに必要な情報が届くような情報発信の

強化に向けた取組が進んでいます。

現状と課題

主な取組の方向性

市の情報発信は、主に広報紙や各戸配布、公式SNS

による周知を中心とした方法で行っていますが、市民の皆さ

んに、各部局の施策やまちの魅力をタイムリーかつ十分に

伝えきれていない状況です。

市民の皆さんの声を真摯に受け止め、速やかに対応でき

るよう、デジタル技術を活用するなど、広聴機能の充実を

進めていく必要があります。

⚫ 多様な情報発信

広報しまやチラシ、市ホームページ、市公式SNSなど、多様な手段により情報発信を行います。また、

学校や行事等へ職員が出向き、市が取り組む施策を積極的に発信します。

⚫ 情報発信力の強化

全庁的に情報発信を積極的に行うための環境を整備するとともに、情報発信に必要な知識、リテラ

シー等を身につけるための研修を開催し、発信力を強化します。施策や魅力を最もよく知る各部局の

立場から、専門知識や現場の声を生かした、質の高い情報発信をめざします。

志摩市LINE公式アカウント登録者数

⚫ 政策形成につながる広聴機能の強化

現場や意見交換において得た市民の意見、要望、提案等を市政運営に生かせるように取り組むとと

もに、デジタル技術を活用した広聴機能の充実を図ります。

主担当部局：政策推進部

めざす姿（４年後の到達目標）

目標値
（令和11年度）
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各施策の推進を支える「行政運営」

市民サービスを向上させる庁内DX（２）

３．情報・DX

市職員のデジタル活用能力が向上し、より利便性の高い行政サービスを

提供するとともに効率化が進んでいます。空いた時間を活用して、さらなる

市民サービス向上に取り組んでいます。

現状と課題

主な取組の方向性

施策の成果指標 現状値
（令和7年度）

目標値
（令和11年度）

市民の皆さんに、より利便性の高い行政サービスを提供

するためには、職員のDX等に関するスキル向上をはじめ、

業務の変革や職員がいつでもどこでも安全に業務を遂行

できる環境を整える必要があります。職員のデジタルリテラ

シーやDXに対する意識のギャップもあり、職員自身がデジ

タル技術を活用して課題を解決していくマインドを醸成する

など、人材育成を進める必要があります。

DX人材育成に向けた研修の回数

⚫ デジタル推進人材の育成

個人情報などの大切な情報資産の管理や運用体制のさらなる強化を図るため、国のガイドラインに

準拠したセキュリティ対策等の推進を図るとともに、市職員がいつでも・どこでも・安全に業務を遂行で

きるデジタル基盤を整備します。

⚫ セキュリティ対策の強化及びデジタル基盤整備

職員向けの研修等を通じて、デジタルリテラシーとスキルを向上させ、職員が自らデジタル技術を活用

して課題解決に取り組めるよう、意識を醸成します。

⚫ 利便性の高い行政サービスの提供

市民の皆さんの利便性向上と行政手続きの効率化を図るため、紙・対面を原則とする各種ルールを

見直すなど、行政サービスのオンライン化をめざした庁内DXを推進します。

主担当部局：政策推進部

めざす姿（４年後の到達目標）

41


